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甲府市上下水道施設設備管理システム構築業務委託事業者選考基準 
 

この基準は、プロポーザル方式により甲府市上下水道施設設備管理システム構築業務委託の

優先交渉権者を選考するため、参加事業者から提出された技術提案書等の内容を、可能な限り

客観的に評価するための基準として示すものです。 

 

１ 技術提案書等の評価の着眼点 

技術提案書等に記載する項目は、評価基準表の１から８までの項目とし、評価は主に、業務

実績、システムの機能性、安全性、業務に対する理解度、技術提案内容の的確性、説明能力等

を基準にして評価します。 

技術提案書等の評価項目における審査内容及び評価基準となる点を次に記しますので、審査

内容を理解のうえ技術提案書等の作成をしてください。 

 

（１）一次審査 

評 価 項 目 審 査 内 容 配点 

技 

術 

点 

1 企業の実績及び経験能力の評

価 

(1) 実績（システム構築） ２０ 

(2) 類似業務実績（アセットマネジメント業

務または施設運転管理業務） 
１０ 

2 機能評価 (1) 機能確認書 ５０ 

 

（２）最終審査 

評 価 項 目 審 査 内 容 配点 

技 

術 

点 

3 テーマごとの評価 

テーマ 1 

【システムの機能と特徴】 

(1) 導入目的の理解度とシステムの適用性 

４５ (2) システム機能の拡張性と多機能性 

(3) システム機能の独創性 

4 テーマごとの評価 

テーマ２ 

【セキュリティ対策】 

(1) セキュリティの考え方 

４５ 
(2) 運用方法（セキュリティ対策やバックア

ップ運用、監視体制など） 

(3) セキュリティ対策の独創性 

5 テーマごとの評価 

テーマ３ 

【サポート内容と保守体制】 

(1) クラウド通信やソフトウェアにおけるサ

ポート内容の充実性 ３０ 

(2) システム障害時等における保守体制 

6 プレゼンテーションの評価 

 

 

(1) プレゼンテーション内容の的確性 

５０ (2) 操作性 

(3) 視認性 

価 

格 

点 

7 提案見積額の評価 

システム構築費 

(1) 提案見積書等に記載された委託料の総額

は、次の方法により評価します。 

{0.5－(提案見積額－平均提案見積額)/

平均提案見積額}×配点 

なお、「｛0.5－(提案見積額－平均提案

見積額)/平均提案見積額}」の値が、負の

値となるときは「０」と、１を超えると

きは「１」とします。 

３０ 

8 提案見積額の評価 

クラウド方式による設備機 

器管理サービスに係る費用 

（ランニング費用） 

(1) 

２０ 

 

 

 

【別紙 1】 
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２ 優先交渉権者の選考方法および得点配分について 

（１） 業務実績や機能確認書、技術提案書等に記載されている内容の審査を行い、項目ごと

に設ける配点により得点を付与します。 

（２） 優先交渉権者の選考については、業務実績及び機能確認書、技術提案書等から評価す

る技術点、提案見積額から評価する価格点を指標として、次に定める得点化方法によ

り算出された技術点、価格点の合計点（総合評価点）が最高点の提案者に決定します。

また、総合評価点が次に高い者を次点交渉権者として決定します。 

（３） 最高得点者が２者以上あった場合は、技術点が上位の者を優先交渉権者とします。そ

れでも決定しない場合は、くじ引きにより優先交渉権者を決定します。 

（４） 技術点及び価格点の配分 

技術点及び価格点の配分については以下のとおりとします。 

 

 

 

 

３ 評価項目の得点化方法 

各評価項目については、業務実績や機能確認書による評価、技術提案書等に審査内容が記載

されていることやプレゼンテーション及びヒアリングの内容をもとに、次に示す得点化方式に

より得点を付与します。 

 

（１）一次審査 

評価項目 評 価 評価基準 得 点 

1 

(1) 

Ａ ５団体 ２０ 

Ｂ ３～４団体 １５ 

Ｃ １～２団体 １０ 

Ｄ 実績なし ０ 

(2) 

Ａ ５団体以上 １０ 

Ｂ ３～４団体 ８ 

Ｃ １～２団体 ５ 

Ｄ 実績なし ０ 

 

評価項目 得点化方法 

2 

機能確認書に対する審査については、次の評価方法により得点化します。 

《評価方法》 

得点＝①＋② 

①（「○：機能あり」、「●：類似・代替機能あり」及び「△：本業務内で

対応可能」の個数 / 全７３項目 ）×３７ 

※少数第２位を四捨五入します。 

② 機能分類ごとに、指定した機能以外の標準機能を１機能以上記載した 

場合１点をつけます。記載がなければ０点をつけます。 

 

 

 

 

 

 

 

総合評価点  ３００点 
技術点  ２５０点 

価格点   ５０点 
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（２）最終審査 

評価項目 評 価 評価基準 得点化方法 

3 ～ 6 

Ａ 
創意・工夫があり、特に効果的な内容であ

る。 
配点×１．００ 

Ｂ 平均的な内容である。 配点×０．５０ 

Ｃ 
指定した記述項目が網羅されておらず、内

容が乏しい。 
配点×０．２５ 

Ｄ 不適切な内容である。 配点×０．００ 

 

評価項目 得点化方法 

7・8 

提案見積額に対する審査については、次の評価方法により得点化します。 

《評価方法》 

得点＝{０．５－(提案見積額－平均提案見積額)/平均提案見積額}×配点 

※小数点第２位を四捨五入します。 

なお、「０．５－(提案見積額－平均提案見積額)/平均提案見積額」の値

が、負の値となるときは「０」、１を超えるときは「１」とします。 

 


